
市民社会フォーラム第 258 回学習会 

ガザはどうなっているか、私たちができることは 

平和に生きる権利は国境を超える 

 

日 時 ３月 19 日（火）17：30～19：30（開場：00） 

会 場 専修大学神田キャンパス 10 号館４階 10041 教室  

    YouTube 配信 

主 催 市民社会フォーラム   

共 催 民主主義を考える若者の会/清末愛砂室蘭工業大学研究室/あけび書房 

賛 同 ベテラン・フォー・ピース・ジャパン 

参加費無料  

※オンライン視聴あり（YouTube）https://www.youtube.com/watch?v=rGOlSGbKMrA 

 

 『平和に生きる権利は国境を超える パレスチナとアフガニスタンにかかわって』（猫

塚義夫さんと共著、あけび書房）を上梓された清末愛砂さんに、ガザ侵攻の現状と私たち

ができることについて、お話しいただきます。 

 

司 会 大森開登さん（民主主義を考える若者の会） 

第1部 清末愛砂さんの講演 60 分 

10 分休憩 

第 2 部 学生との対談、質疑応答 50 分 

    ゲスト 多賀陽平さん（日本・イスラエル・パレスチナ学生会議） 

 

清末 愛砂（きよすえ・あいさ）さん プロフィール 

室蘭工業大学大学院教授。1972 年生まれ。山口県出身。専門は憲法学（特に 24条の平

和主義）、アフガニスタンのジェンダーに基づく暴力。学生時代に民主化運動をしている

ミャンマー（ビルマ）の学生支援などにかかわったほか、パレスチナの非暴力抵抗運動

「国際連帯運動」にも参加。2012 年からアフガニスタンのフェミニスト団体ＲＡＷＡとの

連帯活動にかかわり、現在、「ＲＡＷＡと連帯する会」共同代表。パレスチナ医療奉仕団

メンバー。 
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ガ
ザ
は
ど
う
な
っ
て
い
る

か
、
私
た
ち
が
で
き
る
こ

と
は

平
和
に
生
き
る
権
利
は
国

境
を
超
え
る

清
末
愛
砂

（
室
蘭
工
業
大
学
大
学
院
教
授
／
北
海
道
パ
レ
ス
チ
ナ

医
療
奉
仕
団
メ
ン
バ
ー
）


2
0
0
0
年
末
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
占
領
の
実
態
を
学
ぶ
た
め
に
、
東

エ
ル
サ
レ
ム
を
含
む
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
と
ガ
ザ
を
訪
問
。


そ
れ
以
降
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
国
内
外
で
パ
レ
ス
チ
ナ
支

援
に
か
か
わ
る
。


2
0
0
2
年
当
時
の
留
学
先
の
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
院
に
は
、
パ
レ
ス

チ
ナ
の
非
暴
力
抵
抗
運
動
と
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
に
関
す
る

修
士
論
文
を
提
出
（
2
0
0
3
年
）
。

「
パ
レ
ス
チ
ナ
―
非
暴
力
で
占
領
に
立
ち
向

か
う
」
（
2
0
0
6
年
）

イ
ス
ラ
エ
ル
の
支
配
方
法
が
「
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
」
だ
と
す
ぐ

に
気
が
つ
い
た
個
人
的
な
背
景


南
ア
フ
リ
カ
と
の
つ
な
が
り
：
不
名
誉
な
「
名
誉
白
人
」

の
娘
：
羞
恥
が
促
し
た
学
び


キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
と
の

「
出
会
い
」
と
無
知
：
羞
恥

ガ
ザ
情
勢
を
理
解
す
る
う
え
で
、
何
よ
り
も
理
解

し
て
お
く
べ
き
こ
と

ガ
ザ
が
占
領
下
で
長
年
封
鎖

さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
下

に
あ
る
事
実
。

始
点
は
2
0
2
3
年
1
0
月
7
日
の
ハ
マ
ー
ス
主
導
の

越
境
攻
撃
で
は
な
い
（
次
頁
）
。

「
反
撃
」
の
側
面
を
理
解
す
る
必
要
性
。

1
2

3
4
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ガ
ザ
封
鎖
の
強
化
（
2
0
0
7
年
～
）

第
二
次
イ
ン
テ
ィ
フ
ァ
ー
ダ
（
2
0
0
0
年
）

1
9
9
0
年
代
の
オ
ス
ロ
合
意
に
基
づ
く
イ
ス
ラ
エ
ル
の
植
民
地
支
配
の
強
化

第
一
次
イ
ン
テ
ィ
フ
ァ
ー
ダ
（
1
9
8
7
年
）

第
三
次
中
東
戦
争
（
東
エ
ル
サ
レ
ム
を
含
む
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
の
占
領
）

イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
と
ナ
ク
バ
（
1
9
4
8
年
）
：
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
故
郷
の
喪
失
（
7
0
万
か
ら
8
0
万
人
）
。
入
植
者
植
民
地
主
義

1
9
世
紀
の
欧
州
に
お
け
る
近
代
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
⇒
シ
オ
ニ
ズ
ム
（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
思
想
：
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
の
建
国
）

繰
り
返
さ
れ
る
虐
殺

国
際
社
会
公
認
の
ア
パ
ル
ト

ヘ
イ
ト
体
制

•
3
6
5
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
＆
人
口
約
2
3
0
万
人

•
住
民
の
約
7
0
％
が
1
9
4
8
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
の
過
程
で
故
郷
を
追
放
さ
れ
た
難
民

￭
難
民
が
住
民
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
い
う
「
異
常
性
」

￭
難
民
の
「
収
容
所
」
・
ガ
ザ
と
い
う
巨
大
な
「
難
民
キ
ャ
ン
プ
」

￭
人
口
密
度
が
極
め
て
高
い
（
例
：
北
部
の
ジ
ャ
バ
リ
ヤ
難
民
キ
ャ
ン
プ
）

•
封
鎖
：
野
外
監
獄
（
天
井
の
な
い
監
獄
）
、
人
の
移
動
や
物
資
の
搬
送
の
大
幅
制
限
、
経
済
活
動
の
自
由

の
侵
害
。
開
発
を
意
図
的
に
妨
害
す
る
こ
と
で
、
生
活
の
営
み
自
体
が
不
可
能
な
状
態
を
作
り
出
す
。

•
住
民
の
多
数
が
貧
困
線
以
下
の
生
活
を
送
る
：
国
際
機
関
等
か
ら
の
援
助
に
頼
る
こ
と
の
屈
辱
＆
占
領
ビ

ジ
ネ
ス
問
題
（
イ
ス
ラ
エ
ル
市
場
の
活
用
）
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
際
法
上
の
責
務
の
肩
代
わ
り
問
題
。

•
高
い
失
業
率
、
と
り
わ
け
若
者
（
6
0
%
か
ら
7
0
%
と
も
い
わ
れ
る
）

•
水
不
足
＆
燃
料
不
足
＆
電
気
不
足
：
下
水
処
理
問
題
の
発
生
＆
汚
染
水
に
よ
る
感
染
症
そ
の
他
の
病
気

•
定
期
的
に
行
わ
れ
る
苛
酷
な
軍
事
攻
撃
：
封
鎖
に
よ
り
逃
げ
場
な
し
。
西
岸
の
占
領
問
題
（
入
植
地
の
拡

大
等
）
か
ら
目
を
遠
ざ
け
る
こ
と
も
一
つ
の
目
的
（
戦
略
）
。

6

ガ
ザ

O
C
H
A
（
国
連
人
道
問
題
調
整
事
務
所
）
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り

ゲ
ー
ト
×
6
か
所

1
か
所
は
エ
ジ
プ
ト
の
管

理
下
。
残
り
は
す
べ
て

イ
ス
ラ
エ
ル
の
管
理
下
。

ガ
ザ
封
鎖
の
歴
史
(
参
考
ま
で
に
）

•
1
9
9
3
年
：
ガ
ザ
地
区
を
包
囲
す
る
フ
ェ
ン
ス
の
建
設
開
始

•
2
0
0
4
年
5
月
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
大
攻
撃

•
2
0
0
6
年
パ
レ
ス
チ
ナ
評
議
会
選
挙
：
ハ
マ
ー
ス
主
導
の
政
権
（
自
治
政
府
）
が
誕
生

•
2
0
0
7
年
～
：
人
の
移
動
の
著
し
い
制
限
。
食
糧
や
物
資
の
搬
入
制
限
→
国
際
法
違
反
の
「
集
団
懲
罰
」

•
2
0
0
8
年
1
2
月
末
か
ら
2
0
0
9
年
1
月
中
旬
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
大
攻
撃
①

•
2
0
1
0
年
5
月
3
1
日
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
特
殊
部
隊
が
、
ガ
ザ
自
由
船
団
を
攻
撃
。
2
0
1
0
年
6
月
末
：
封
鎖
の
一
部

解
除

•
2
0
1
2
年
1
1
月
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
大
規
模
攻
撃
②

•
2
0
1
4
年
7
月
か
ら
8
月
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
大
規
模
攻
撃
③

•
2
0
1
8
年
3
月
末
～
：
故
郷
へ
の
帰
還
と
占
領
終
結
を
求
め
る
一
斉
行
動
の
開
始
（
被
占
領
地
）
。
イ
ス
ラ
エ
ル
軍

が
武
力
鎮
圧
（
死
傷
者
多
数
）

•
2
0
2
1
年
5
月
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
大
規
模
攻
撃
④

•
2
0
2
3
年
1
0
月
7
日
：
ハ
マ
ー
ス
に
よ
る
越
境
攻
撃
。
以
後
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
激
し
い
報
復
攻
撃
⑤

8

5
6

7
8
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講
演
者
撮
影

ガ
ザ
が
封
鎖
さ
れ
て
い
る
様
子
が
よ
く
わ
か
る
（
フ
ェ
ン
ス
と
壁
）

講
演
者
撮
影

講
演
者
撮
影

憲
法
研
究
者
で
あ
る
＜
わ
た
し
＞
に
と
っ
て
の
ガ
ザ
入
域
の
意
味


封
鎖
と
黙
認
へ
の
挑
戦
・
抵
抗
（
＝
国
際
法
上
、
存
在
し
え
な
い
野
外
監
獄

へ
の
挑
戦
）
・
・
・
憲
法
研
究
者
と
し
て
の
矜
持


細
い
針
で
小
さ
な
、
小
さ
な
穴
を
あ
け
る
作
業
＝
小
さ
な
抵
抗


小
さ
な
抵
抗
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
穴
を
少
し
ず
つ
広
げ
る
作
業

12

講
演
者
撮
影

国
際
法
違
反
の
集
団
懲

罰
を
認
め
な
い
。

9
10

11
12



20
24

/3
/1
9 4

平
和
的
生
存
権
は
誰
に
何
を

も
と
め
て
い
る
の
か
（
1
）


「
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く

恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生

存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
」

（
憲
法
前
文
2
段
後
半
）


前
文
：
憲
法
の
一
部
と
し
て
法
的
性
質
を
有
す

る
も
の
＋
各
条
文
の
解
釈
基
準
と
し
て
の
意
味

￭
「
わ
れ
ら
」
と
は
誰
か
：
「
日
本
国
民
」

￭
平
和
的
生
存
権
の
権
利
主
体
は
誰
か
：

「
全
世
界
の
国
民
」

￭
「
ひ
と
し
く
」
と
法
の
支
配
の
関
係
性
：

公
平
性
を
前
提
と
す
る
。

13

平
和
的
生
存
権
は
誰
に
何
を

も
と
め
て
い
る
の
か
（
2
）


平
和
的
生
存
権
の
「
確
認
」
作
業
と

し
て
の
実
践
／
行
動
と
は


人
権
侵
害
を
黙
認
し
な
い
。


恐
怖
や
欠
乏
を
生
み
出
す
構
造

を
見
据
え
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
々
に
心
を

寄
せ
る
。


上
記
の
構
造
に
挑
戦
す
る
た
め

の
行
動
を
で
き
る
限
り
す
る
。

14

被
占
領
地
で
あ
る
こ
と
の
法
的
根
拠


2
0
0
5
年
の
ガ
ザ
か
ら
の
入
植
地
と
軍
の
撤
退
は
。
必
ず
し
も
占
領
終
結
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
。


国
際
法
上
の
占
領
の
定
義


陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
規
則
（
＝
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
の
附
属
書
）
4
2条

「
一
地
方
ニ
シ
テ
事
実
上
敵
軍
ノ
権
力
内
ニ
帰
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
占
領
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ

ト
ス
。
占
領
ハ
右
権
力
ヲ
樹
立
シ
タ
ル
且
之
ヲ
行
使
シ
得
ル
地
域
ヲ
以
テ
限
ト
ス
。
」


事
実
上
の
実
効
支
配
を
意
味
す
る
。


占
領
軍
が
内
部
に
存
在
（
こ
れ
自
体
は
占
領
を
構
成
す
る
一
要
素
）
し
な
く
な
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
占
領
が
直
ち
に
一
律
終
結
し
た
と
は
い
え
な
い
。
レ
ベ
ル
に
よ
る
。


封
鎖
下
の
ガ
ザ
で
起
き
て
き
た
構
造
的
暴
力
の
要
因
や
背
景
は
、
4
2
条
が
い
う
「
占
領
」
下

で
な
け
れ
ば
説
明
し
え
な
い
。


イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
の
被
占
領

地
：
「
係
争
地
」
扱
い


ハ
マ
ー
ス
と
の
闘
い
：
非
国
際
的
武

力
紛
争
扱
い
（
意
図
は
ど
こ
に
？
）

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
4
条
約

（
＝
占
領
し
て
い
な
い

か
ら
適
用
さ
れ
な
い
と

い
う
論
理
）
そ
の
他
の

条
約
・
規
則
の
フ
ル
適

用
を
回
避
（
適
用
さ
れ

る
条
約
を
減
ら
す
）
。

講
演
者
撮
影

13
14

15
16
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イ
ス
ラ
エ
ル
の
占
領
下
の
統
治
・
支
配
の
方
法
（
1
）


オ
ス
ロ
合
意
問
題
：
和
平
合
意
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
植
民
地
支
配
を
強
化
す
る
も
の
。
重
要
事

項
（
難
民
の
帰
還
権
、
入
植
地
、
エ
ル
サ
レ
ム
帰
属
、
国
境
画
定
）
は
す
べ
て
後
回
し
。


被
占
領
地
内
(東
エ
ル
サ
レ
ム
を
含
む
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
と
ガ
ザ
地
区
）
で
地
区
ご
と
に
支
配

の
方
法
が
異
な
る
（
次
頁
）
：
効
率
性
。
た
だ
し
、
分
断
と
隔
離
が
ベ
ー
ス
（
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
）
。

￭
苛
酷
な
管
理
・
統
制
に
よ
る
自
己
決
定
権
の
一
方
的
否
定

￭
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
が
占
領
政
策
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
：
構
造
的
暴
力
と
い
う
視
点
を
持
つ
必
要
性

￭
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
4
条
約
に
基
づ
く
「
文
民
に
対
す
る
保
護
義
務
」
を
放
棄
（
イ
ス
ラ
エ
ル
：
同
条
約
の
締
約
国
）
。
国
際

機
関
そ
の
他
は
肩
代
わ
り
（
占
領
構
造
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
ジ
レ
ン
マ
）


パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
よ
る
独
立
国
家
の
建
国
と
開
発
（
と
り
わ
け
ガ
ザ
＝
反
開
発
）
を
不
可
能
に
す
る
し

く
み
や
制
裁
（
例
え
ば
、
軍
事
封
鎖
や
大
き
な
爆
撃
）
の
導
入
（
＝
オ
ス
ロ
体
制
の
意
味
→
あ
ら
た
な

植
民
地
支
配
の
強
化
）
⇒
イ
ス
ラ
エ
ル
立
法
府
（
ク
ネ
セ
ト
）
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
の
独
立
承
認
に
反

対
す
る
宣
言
（
2
0
2
4
年
2
月
2
1
日
）


自
由
と
尊
厳
の
侵
害
お
よ
び
（
将
来
に
向
け
た
）
希
望
の
喪
失
：
特
に
ガ
ザ
の
若
者

17

イ
ス
ラ
エ
ル
の
占
領
下
の
統
治
・
支
配
の
方
法
（
2
）

•
軍
事
攻
撃
は
人
の
目
に
見
え
や
す
い
む
き
出
し
の
暴
力
で
あ
る
が
、
分
断
・
隔
離
統
治
の
暴
力
は
可
視
化
さ
れ
に

く
い
⇒
関
心
が
向
か
な
い
。

￭
東
エ
ル
サ
レ
ム


家
屋
破
壊
：
建
築
許
可
取
得
の
困
難
さ


ユ
ダ
ヤ
化
政
策
：
ユ
ダ
ヤ
人
人
口
の
優
位
化
を
図
る
、
入
植
地
の
拡
大


隔
離
壁
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
断
：
居
住
権
・
市
民
権
等
へ
の
影
響

￭
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区


西
岸
内
を
入
植
地
、
検
問
所
、
道
路
ブ
ロ
ッ
ク
、
隔
離
壁
等
に
よ
っ
て
細
分
化


分
断
政
策
・
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
体
制
：
人
種
差
別
撤
廃
条
約
3
条
（
人
種
隔
離
お
よ
び
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
防
止
・

禁
止
・
根
絶
を
締
約
国
に
求
め
る
）
、
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
7
条
（
i）
（
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
し
て
の
ア
パ
ル

ト
ヘ
イ
ト
犯
罪
）

￭
ガ
ザ 
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
、
封
鎖
・
包
囲
（
フ
ェ
ン
ス
や
壁
で
封
鎖
）
、
移
動
の
大
幅
な
制
限
（
人
・
物
）
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の

支
配


住
民
に
対
す
る
緩
慢
な
窒
息
作
戦
→
あ
ら
た
な
方
向
へ
（
根
は
同
じ
）
民
族
浄
化
。
追
放
の
可
能
性

18

著
作
者
：
現
代
企
画
室
『
占
領
ノ
ー
ト
』
編
集
班
／
遠

山
な
ぎ
／
パ
レ
ス
チ
ナ
情
報
セ
ン
タ
ー

19

イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
ガ
ザ
攻
撃
を

ど
う
理
解
す
べ
き
か

17
18

19
20
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無
差
別
の
猛
攻
撃
（
仮
に
「
自
衛
権
」
の
行
使
が
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に

超
え
て
い
る
）


非
国
家
主
体
に
対
す
る
自
衛
権
の
行
使
は
可
能
か
（
国
際
司
法
裁
判
所
等
の
見
解
参
照
）
。


占
領
下
に
置
い
て
い
る
土
地
・
人
々
に
対
し
、
自
衛
権
が
行
使
さ
れ
る
と
ど
う
な
る
可
能
性
が
あ
る

か
。
←
い
ま
、
ま
さ
に
そ
の
怖
さ
を
目
に
し
て
い
る
。


注
意
す
べ
き
は
、
無
差
別
攻
撃
（
無
誘
導
弾
を
相
当
使
っ
て
い
る
）
と
し
て
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
無
差

別
攻
撃
で
も
と
り
わ
け
ど
こ
が
狙
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
（
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
＋
存
在
の
証
）
を
見
る

べ
き
。
そ
れ
に
よ
り
、
攻
撃
の
意
図
が
よ
く
見
え
る
。


病
院
・
学
校
（
避
難
所
）
・
人
口
密
接
地
・
大
学
（
全
大
学
破
壊
）
・
貯
水
池
や
給
水
タ
ン
ク
、
裁

判
所
・
公
文
書
館
・
市
役
所
・
モ
ス
ク
（
北
部
全
滅
）
や
教
会
等
の
破
壊


狙
わ
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト


先
に
北
部
の
包
囲
と
徹
底
的
な
破
壊
⇒
南
部
や
中
部
の
破
壊
へ


ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
常
に
握
っ
て
き
た
占
領
者
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
生
死
ギ
リ
ギ
リ
の
ラ
イ
ン
で
は
な
く
、

そ
れ
を
超
す
レ
ベ
ル
に
も
っ
て
い
く
こ
と
の
意
味


追
い
込
み
＋
「
支
配
者
」
で
あ
る
こ
と
を
見
せ
つ
け
る
（
＝
D
V
加
害
者
論
理
と
酷
似
）
。


破
壊
と
追
放
・
・
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
的
状
況
、
南
ア
フ
リ
カ
の
挑
戦
（
国
際
司
法
裁
判
所
へ
の
提

訴
：
予
備
公
聴
会
→
暫
定
措
置
命
令
・
・
・
別
頁
で
説
明
）

①
北
部
の
壊
滅
的
破
壊

↓
②
南
部
に
人
を
「
避
難
」
の
名
の
下
で
移
動
を
強
い
る

（
意
に
反
す
る
移
送
＝
国
際
法
違
反
）
。

↓
③
多
数
が
移
動
し
た
南
部
（
過
密
状
態
）
で
も
、
北
部
以
上
の
猛
攻
撃
。
中
部
で
も
猛
攻
撃

⑤
壊
滅
的
攻
撃
に
よ
り
、
ガ
ザ
住
民
の
生
活
の
営
み
を
さ
ら
に
不
可
能
に
し
、

「
避
難
」
の
名
の
下
で
ガ
ザ
か
ら
追
放
し
た
い
願
望

④
最
南
部
で
の
ラ
フ
ァ

（
1
0
0
万
人
以
上
の
避
難
民

が
押
し
寄
せ
、
1
4
0
万
人
の

人
々
が
い
る
）
に
対
す
る

地
上
戦
へ
（
さ
ら
な
る
地

獄
）

戦
後
の
ガ
ザ
統
治
計
画
の
公
表
（
2
0
2
4
年
2
月
2
2
日
）


非
軍
事
化
&
非
過
激
化


国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
救
済
事
業
機
関
（
U
N
R
W
A
）
解
体


独
立
国
家
承
認
反
対


イ
軍
の
内
部
で
の
活
動
の
自
由
化


ハ
マ
ー
ス
等
の
武
装
勢
力
以
外
の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
暫

定
統
治

講
演
者
撮
影

「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
（
集
団
殺
害
犯
罪
）
の
重
み
：
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
2
条
・
国
際
刑
事
裁
判

所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
6
条
（
下
記
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
2
条
の
外
務
省
条
約
局
仮
訳
）

第
2
条

こ
の
条
約
で
は
、
集
団
殺
害
と
は
、
国
民
的
、
人
種
的
、
民
族
的
又
は
宗
教
的
集
団
を
全
部
又

は
一
部
破
壊
す
る
意
図
を
も
つ
て
行
わ
れ
た
次
の
行
為
の
い
ず
れ
を
も
意
味
す
る
。

(
a
)
集
団
構
成
員
を
殺
す
こ
と
。

(
b
)
集
団
構
成
員
に
対
し
て
重
大
な
肉
体
的
又
は
精
神
的
な
危
害
を
加
え
る
こ
と
。

(
c
)
全
部
又
は
一
部
に
肉
体
の
破
壊
を
も
た
ら
す
た
め
に
意
図
さ
れ
た
生
活
条
件
を
集
団

に
対
し
て
故
意
に
課
す
る
こ
と
。

(
d
)
集
団
内
に
お
け
る
出
生
を
防
止
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
措
置
を
課
す
る
こ
と
。

(
e
)
集
団
の
児
童
を
他
の
集
団
に
強
制
的
に
移
す
こ
と
。

＊
青
字
と
下
線
は
講
演
者
に
よ
る
。

「
集
団
殺
害
」
と
い
う
訳
は
適
切
で
は
な
い
。

集
団
の
破
壊
の
意
図
が
あ

る
こ
と
を
基
軸
と
す
る
。

21
22

23
24
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根
っ
こ
に
あ
る
発
想
は
同
じ

シ
オ
ニ
ズ
ム
（
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
つ
く
る
建
国
思
想
）
の
排
他
性
⇒
パ
レ
ス
チ
ナ
人
は
追
放
対
象

緩
慢
な
窒
息
作
戦

あ
か
ら
さ
ま
な
＆
急
速
な
窒
息
作
戦
、

根
絶
や
し
・
追
放
作
戦
の
方
向
へ

2
0
0
7
年
以
降
の
厳
し
い
封
鎖

現
在

集
団
の
破
壊
を
意
図
す
る

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
道

2
0
2
4
年
3
月
1
5
日
現
在
、
国
連
人
道
問
題
調
整
事
務
所
の
H
P
よ
り

死
者
：
3
1
,
4
9
0
人

負
傷
者
：
7
3
,
4
3
9
人

避
難
民
：
約
1
7
0
万
人
（
ガ
ザ
人
口
の
7
5
%
）

破
壊
さ
れ
た
家
屋
：
7
万
軒
以
上

部
分
的
に
破
壊
さ
れ
た
家
屋
：
2
9
万
軒
以
上

死
者
の
約
7
割
が

子
ど
も
と
女
性

民
族
浄
化

ガ
ザ
の
家
屋

の
6
0
%
以
上

部
分
的
に
稼
働
し
て
い
る
病
院
・
ク

リ
ニ
ッ
ク
も
少
数
。
軍
事
攻
撃
＋
飢

餓
＋
感
染
症
等
に
よ
る
死
を
強
い
ら

れ
る
人
々
（
次
頁
）

ず
っ
と
ブ
ラ
ッ
ク
ア
ウ
ト

爆
撃

過
酷
な
医
療
体
制
（
爆
撃
、

停
電
、
医
療
品
不
足
、
医
療

関
係
者
の
死
傷
、
搬
送
の
困

難
さ
）
。
部
分
的
に
機
能
し

て
い
る
病
院
(
ガ
ザ
渓
谷
北

部
6か
所
、
同
渓
谷
南
部
6か

所
の
み
）

＊
ガ
ザ
内
の
病
院
数
：
3
5か

所
（
L
an
c
et
)

避
難
を
強
い
ら
れ
、

過
密
に
な
っ
た
南
部

等
で
の
感
染
症
の
蔓

延
。

未
処
理
の
水
に
起
因

す
る
感
染
症

人
道
支
援
物
資
に
対
す
る
搬

入
制
限
に
よ
る
食
料
不
足
が

引
き
起
こ
し
て
い
る
飢
餓

（
＝
飢
餓
を
武
器
と
し
て
い

る
。
意
図
的
）
。
食
料
配
布

に
集
ま
る
人
々
へ
の
攻
撃
等

ガ
ザ
の
人
々
を
取
り
巻
く
4
つ
の
死
：
人
為
的
原
因

麻
酔
な
し
の
手
術

（
切
断
手
術
、
帝
王
切
開

を
含
む
）

透
析
や
抗
が
ん
剤
治
療
等
を
必

要
と
す
る
人
々
は
ど
こ
に
？

停
電
で
医
療
機
器
も
使
え
な
い
。

一
家
全
滅
の
パ
タ
ー
ン
や
子
ど
も
だ

け
生
き
残
っ
た
パ
タ
ー
ン
も
多
い
。

親
と
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
子
ど
も
、

保
護
者
の
付
き
添
い
が
な
い
子
ど

も
：
1
7
,
0
0
0
人
の
可
能
性
（
国
連
人

道
問
題
調
整
事
務
所
）

子
ど
も
た
ち
な
ど
へ
の
精
神
的
ケ

ア
が
必
要
：
1
0
0
万
人
（
国
連
人
道

問
題
調
整
事
務
所
）

特
に
北
部
。
通
信
網
が
切
ら

れ
て
い
る
た
め
、
支
援
物
資

の
搬
送
に
支
障
。

<
異
常
>
さ

①
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
強
く
疑
わ
せ
る
事
態
、
人
道
に
対
す
る
罪
や
戦
争
犯
罪
等
で
関
係
者
が
た
く
さ
ん
訴
追
さ
れ

て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
出
来
事
が
連
続
し
て
起
き
続
け
て
い
る
こ
と
。

②
そ
う
し
た
状
況
に
対
す
る
批
判
が
国
際
的
に
高
ま
っ
て
い
る
な
か
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
「
普
通
」
に
無
視
し

て
、
け
っ
し
て
や
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と
。

③
上
記
の
著
し
い
重
大
な
犯
罪
が
頻
発
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
の
に
、
ま
た
国
連
の
独
立
専
門
家
に
よ
る

懸
念
の
声
を
無
視
し
、
特
に
大
国
が
「
自
衛
権
」
の
行
使
の
名
の
下
で
そ
れ
ら
を
正
当
化
し
て
き
た
こ
と
（
＝
水
、

食
料
、
電
気
も
な
い
状
況
を
強
い
る
こ
と
の
暴
力
性
へ
の
加
担
）
。

④
北
部
か
ら
南
部
へ
「
避
難
」
を
強
い
て
（
意
に
反
す
る
行
為
）
、
多
数
が
移
動
し
た
南
部
で
猛
撃
。
←
人
を
南

部
に
移
動
さ
せ
て
攻
撃
す
る
と
「
目
的
」
を
達
成
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
は
（
基
本
的
に
「
追
い
出
し
た
い
」

と
い
う
の
が
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
時
か
ら
の
発
想
：
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
侵
略
的
建
国
）
。

⑤
安
保
理
に
お
け
る
米
国
の
拒
否
権
発
動
（
最
近
で
は
、
2
0
2
4年
2月
2
0日
）
に
翻
弄
さ
れ
る
国
連

⑥
法
の
支
配
の
問
題
を
政
治
化
に
よ
り
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
動
き
（
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
救
済
事
業
機
関

U
N
R
W
A
叩
き
の
意
図
か
ら
）

ガ
ザ
攻
撃
は
、
国
際
法
に
基
づ
く
「
秩
序
」
に
対
す

る
お
ぞ
ま
し
い
挑
戦
で
あ
り
、
法
の
支
配
の
破
壊
で

も
あ
る
。


2
0
2
3
年
1
0
月
時
点
で
現
在
の
状
況
を
予
測


初
期
の
段
階
か
ら
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
の
可
能
性
を
疑
う

（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
閣
僚
に
発
言
や
破
壊
の
規
模
の
大
き
さ
）


実
験
場
と
し
て
の
ガ
ザ
。
成
功
す
る
と
西
岸
で
実
施
。

25
26

27
28
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南
ア
フ
リ
カ
に
よ
る
国
際
司
法
裁
判
所
へ
の
提
訴
（
2
0
2
3
年
1
2
月
）
に
つ
い
て
①


な
ぜ
南
ア
フ
リ
カ
が
？


ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
と
い
う
共
通
点
（
1
9
9
4
年
に
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
を
撤
廃
）


パ
レ
ス
チ
ナ
の
最
大
支
持
国
：
国
際
司
法
裁
判
所
に
持
ち
込
む
と
し
た
ら
、
南
ア
フ
リ
カ
だ
ろ
う

と
の
推
測
（
清
末
の
個
人
的
推
測
）


も
ち
ろ
ん
国
内
事
情
は
あ
る
が
、
上
記
2
点
が
重
要


当
事
者
間
対
世
的
原
告
適
格
（
ガ
ン
ビ
ア
に
よ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
提
訴
参
考
）


ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
依
拠
し
た
提
訴
（
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
犯
し
て
い
る
）


国
際
司
法
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
の
意
味
：
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
的
行
為
を
止
め
る
、
停
戦
の
た
め
に
は

個
人
の
訴
追
で
は
な
く
、
ま
ず
は
国
家
間
・
国
と
地
域
間
の
問
題
を
取
り
扱
う
国
際
司
法
裁
判
所

へ
の
提
訴
が
重
要
・
・
・
第
一
義
的
に
は
「
暫
定
措
置
命
令
」
を
求
め
る
目
的


国
際
刑
事
裁
判
所
は
個
人
に
対
す
る
訴
追
（
並
存
可
能
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
保
理
が
機
能
し

な
い
中
で
停
戦
を
求
め
る
な
ら
国
際
司
法
裁
判
所
へ
の
提
訴
。


ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
と
南
ア
フ
リ
カ


ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
成
立
背
景
と
イ
ス
ラ
エ
ル
：
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
（
そ
の
皮
肉
と
学
び
）

南
ア
フ
リ
カ
に
よ
る
国
際
司
法
裁
判
所
（
2
0
2
3
年
1
2
月
）
へ
の
提
訴
に
つ
い
て
②


2
02
4年
1月
12
日
と
13
日
：
予
備
公
聴
会
（
南
ア
フ
リ
カ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
双
方
）


2
02
4年
1月
26
日
：
暫
定
措
置
命
令
（
6項
目
）
⇒
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
蓋
然
性
。
即
時
停
戦
は
入
ら
な
か
っ
た
が
、

か
な
り
踏
み
込
ん
だ
画
期
的
判
断
。
事
実
上
、
南
ア
フ
リ
カ
の
「
勝
利
」
。
し
か
し
、
戦
闘
を
止
め
る
気
配
な

し
。
→
南
ア
が
国
際
司
法
裁
判
所
規
則
7
5条
1項
に
基
づ
き
緊
急
要
請
へ
：
先
の
暫
定
措
置
命
令
が
網
羅
す
る

範
囲
で
あ
る
た
め
、
追
加
発
令
な
し
（
←
即
時
か
つ
効
果
的
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と

い
う
意
味
で
評
価
す
べ
き
も
の
）
。
→
3月
6日
に
飢
餓
に
対
す
る
追
加
暫
定
措
置
請
求
。


国
際
司
法
裁
判
所
の
決
定
と
法
的
拘
束
力
：
拘
束
力
は
あ
る
が
、
そ
の
履
行
の
強
制
は
で
き
な
い
難
し
さ
。
し

か
し
、
圧
力
に
は
な
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
U
NR
WA
の
資
金
拠
出
一
時
停
止
を
も
た
ら

す
た
め
の
ロ
ビ
ー
イ
ン
グ
（
嫌
が
ら
せ
目
的
、
代
打
国
：
米
国
、
日
本
等
）
。

【
6
項
目
】

①
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
防
止
措
置
を
講
じ
る
こ
と
：
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
2
条
で
明
記
さ
れ
て
い
る
行
為
す
べ
て
。
と
り

わ
け
（
a
）
（
b
）
（
c
）
（
d
）

②
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
上
記
の
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

③
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
指
示
・
扇
動
に
対
す
る
防
止
・
処
罰
の
措
置
を
講
じ

る
こ
と
。

④
ガ
ザ
の
人
々
に
必
要
と
さ
れ
る
基
礎
的
な
サ
ー
ビ
ス
と
人
道
支
援
の
提
供
を
可
能
と
す
る
措
置
を
直
ち
に
講
じ
る
こ

と
。

⑤
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
関
す
る
証
拠
隠
滅
防
止
と
証
拠
の
保
全
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

⑥
国
際
司
法
裁
判
所
に
対
し
、
暫
定
措
置
命
令
の
履
行
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
を
一
か
月
以
内
に
報
告
す
る
こ
と
。

停
戦

封
鎖
解
除

オ
ス
ロ
体
制

の
終
結
・
占

領
終
結

日
本
国
憲
法
に
基
づ
き
、
日
本
政
府
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
＆
日
本
政
府
が
す
べ
き
こ
と


自
衛
権
の
行
使
を
前
提
に
し
て
、
ガ
ザ
の
人
道
危
機
へ
の
対
応
を
す
る
こ
と
で
は
な
い
。


「
全
世
界
の
国
民
の
平
和
的
生
存
権
」
（
日
本
国
憲
法
前
文
）
に
基
づ
き
、
ガ
ザ
の
人
々
が
強

い
ら
れ
て
い
る
「
恐
怖
」
と
「
欠
乏
」
を
な
く
す
行
動
を
す
る
こ
と
。
→
そ
の
意
味
で
は
、

U
N
R
W
A
へ
の
資
金
拠
出
一
時
停
止
は
あ
り
得
な
い
。


日
本
国
憲
法
9
8
条
2
項
に
基
づ
き
、
国
際
法
に
基
づ
く
法
の
秩
序
・
支
配
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
問
題
化
し
、
国
際
法
違
反
に
加
担
し
な
い
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
禁

止
に
か
か
る
国
際
法
上
の
一
般
慣
習
法
化
。
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
締
約
国
で
な
く
て
も
動
く

こ
と
が
で
き
る
）
。

•
も
は
や
、
わ
た
し
の
知
っ
て
い
る
ガ
ザ
、

記
憶
の
中
に
残
っ
て
い
る
ガ
ザ
は
な
い
。

•
そ
れ
で
も
な
お
、
わ
た
し
は
ガ
ザ
の

人
々
を
絶
対
に
見
捨
て
な
い
。

•
必
ず
会
い
に
行
き
、
ケ
ア
が
必
要
な
子

ど
も
た
ち
と
と
も
に
絵
を
描
く
と
決
め
て

い
る
。

29
30
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20
24

/3
/1
9 9

ガ
ザ
情
勢
を
受
け
て
の
緊
急
出
版

猫
塚
義
夫
・
清
末
愛
砂

『
平
和
に
生
き
る
権
利
は
国
境
を
超

え
る
－
パ
レ
ス
チ
ナ
と
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
に
か
か
わ
っ
て
』
（
あ
け
び
書

房
、
2
0
2
3
年
）
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『九月、東京の路上で 1923 年関東大震災ジェノサイドの残響』の著者、加藤直樹氏が『ウクライナ侵略を考える』（あ

けび書房）を出版する。 

 4 月 3 日の発売を前に、講演会を開催することにした。（主催；草の実アカデミー、協賛：あけび書房・市民社会フォー

ラム） 

 日本と東アジアの関係を深く考察してきた加藤さんは、2 年前のロシアによる対ウクライナ全面侵攻以降、ウクライナ

について猛勉強を始めた。 

 そしてウクライナという国や国民性、社会や文化など様々な発見をしたという。特筆すべきは、ロシアとウクライナの関

係は、日本と東アジアの関係と瓜二つであることを強く認識したことだろう。 

「嫌韓」の理屈と感性は「嫌ウクライナ」の理屈と感性とそっくりであることを、実感をともなって感じた、と言い換えること

もできる。 

 いったいこのような事態をもたらす根っこは何か。ルーツはどこにあるのか。 

 講演では、「ロシア擁護論」とは何かを定義し、ウクライナに対する世論形成の元に言及する。それは、日本や世界を

考えるための参考にもなるだろう。 




